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１．目的 
   この要領は、「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」で公表された「建具の

防犯性能の試験に関する細則」を受けて、細則 1.2 項 運用および２条受験手続のうち、個別試験又は

合同試験に係わる申請要領をまとめたものである。 
  個別試験又は合同試験を受ける申請者は、この要領に従って手続きを行うこととする。 
 
２．受験フロー 
２．１ 個別試験・合同試験 

個別試験・合同試験の受験フローを下図に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 注）受験費用の詳細は「別紙１」に示す。（Ｐ３３） 
 ※ 協会が申込みを受理しなかった場合、その他協会の対応に不服がある者は、官民合同会議試験委員

申 請 者  
（受験申込書、委任状、構造・仕様説明図、規格サイズ、バリエーション、試験体納まり図、サンプル等） 

※サンプル提出は協議のうえ別途定める 

仕様基準適合審査委員会 
 （試験実施判定会議） 

・サンプル審査 
・試験計画書（案）の審査・承認 
・試験実施の判断 
・個別と合同の判断 
・試験体サイズ、数量の決定 

(財)全国防犯協会連合会 
「防犯性能の高い建物部品」目録への掲載

官民合同会議試験委員会 
・防犯建物部品合否の最終判定 

公表 

目録掲載判定依頼 
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日本サッシ協会 
（事前確認） 
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・試験の実施 
・試験結果報告書速報 

仕様基準適合審査委員会 
（防犯建物部品適合判定会議） 

・申請図書審査 
・試験結果報告書審査 
・防犯建物部品合否判定 
（目録掲載案の作成） 
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・試験合否判定 
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会事務局（警察庁生活安全局生活安全企画課）に対し、申し出ることができる。 
 ※ 不明な場合、「建物部品の防犯性能の試験に関する規則」及び、「建物の防犯性能の試験に関する細

則」を参照すること。 
２．２ 予察試験 
（１）－１ 仕様基準適合審査委員会 試験実施判定会議において、建具の試験細則６．（４）により、予

察試験の実施を決定した場合は指示に従い試験体を製作し、指定場所へ搬入する。 
（１）－２ 予察試験後の仕様基準適合審査委員会判定会議において合格判定の場合は、予察試験の結果

をもって本試験にかえる事ができる、それ以降は本試験合格後のフローに準ずる。 
（２）－１ 同上の判定会議において不合格の場合は、協会発行の改善指摘書に基づく改善報告書訂正申

請図書、改善サンプル等を協会へ提出する。 
（２）－２ 上記以降は本試験フローに準ずる。 
（３） 受験費用のうち、別紙１の申請手続に要する費用は不要とするが、試験会場及び試験に要する費

用を徴収する。 
 
２．３再試験の手続 

（１）仕様基準適合審査委員会判定会議において、試験に不合格となった試験体のうち、所要抵抗時

間に満たない時間が１分以下と認められた場合は、1 回に限り再試験を受けることができる。 
（２）協会発行の改善指摘書に基づく改善報告書訂正申請図書、改善サンプル等を協会へ提出する。 
（３）受験フローは本試験フローに準ずる。 
（４）受験費用のうち、別紙１の申請手続に要する費用は不要とするが、試験会場及び試験に要する

費用を徴収する。 
 
３．申請書類及び作成要領 
３．１ 受験申込書 

「様式１」の建具の防犯性能に関する試験申込書（覚書）の所定の箇所に記入し、表紙として

提出のこと。（Ｐ７） 
受験種類が多い場合は、様式１の種類名、開閉形式、商品名の覧に申請商品一覧表参照と記入

し添付する。 
申請商品一覧表は「様式２」とする。（Ｐ８） 
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３．２ 委任状 

「様式３」の委任状の所定の箇所に記入して提出のこと。（Ｐ９） 
 

３．３ 構造・仕様説明図の作成 
○構造・仕様説明図の作成 

構造・仕様説明図の一覧表を「様式４」で作成する 
（種類、開閉形式、商品名、構成区分、図番） 
防犯に留意し「様式」（Ｐ１０）構造・仕様説明図を作成する（参考図を参照） 

○部品図の作成 
それぞれの種類・開閉形式において、構造・仕様説明図に示された部品仕様リストに記載された、

防犯部品図を作成。（参考図をＰ１３～Ｐ２９に示す） 
部品図の様式は特に定めないものとするがＡ４判で添付のこと。 
部品図一覧表を「様式５」（Ｐ１１）で作成する 

 
  （１）構造・仕様説明図番号の付け方  

     種類名別構成区分の記号説明 
      ○○○－◎◎◎       （例） C1P-001 
       ↓   ↓ 
      ①②③  ④⑤⑥ 
    ①：種類名（開閉形式） 

     ＜試験計画書に掲載されている開閉形式＞ 
      Ｘ：ドア（Ａ種）・ガラスドア Ｖ：上げ下げ内蔵ドア Ｙ：引戸 

Ｚ：ガラス引戸（自動を含む） Ｃ：引違い（片引き、両引き含む） 
      Ｉ：開き（テラスドア含む）・内開き  

Ｊ：たてすべり出し・たてすべり出し（内開き） Ｆ：横すべり出し 
Ｅ：突き出し Ｗ：折りたたみ Ｄ：上げ下げ Ｔ：雨戸  Ｋ：面格子 

     ＜試験計画書に掲載されていない開閉形式＞ 
      Ｓ：その他 
    ②：構成区分 

      １：アルミ ２：アルミ熱遮断 ３：アルミ樹脂複合 ４：両面フラッシュ 

      ５：雨戸  ７：アルミ木複合 ８：木製 ９：樹脂製 １０：スチール 

      １１：ステンレス １２：その他 

    ③：ガラス区分 

      Ｓ：単板合わせ Ｐ：複層合わせ Ｎ：無し ＴＦ：フィルム貼り  

Ｘ：その他 

     ④⑤⑥：通し番号  （例：００１ 〜 ９９９）  
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  （２）部品仕様リスト・外観姿図及び断面詳細図の書き方 
    ① 試験計画書に掲載されている開閉形式の場合は、試験計画書の各種類（開閉形式）の実施試験

項目に対する対策部品を全て防犯部品名欄に記入し、各々の部品番号及び個数を各欄に記入す

る。防犯建物部品の錠を使用する場合は、備考欄に官民錠と記入のこと。 
     なお、防犯部品名欄に記入した部品図番号は、添付する部品図の番号と整合させること。 
    ② 試験計画書に掲載されていない開閉形式の場合は、防犯対策部品を全て防犯部品名欄に記入す

る。記入方法については、①による。 
    ③ ガラスを使用する場合は、部品仕様リストの下部の欄に下記事項を記入し、縦・横断面詳細図

にガラス呑み込み寸法を必ず記入すること。ただし、ガラス呑み込みは１０ｍｍ以上とし、外

押縁の場合はガラス留め材をシーリング材とするかガラスが容易に外れない外れ止め機構を有

する構造とする。 
     ※ ガラスは「ガラスの防犯性能に関する試験」又は「ウインドフィルムの防犯性能に関する試

験」に合格したガラスを使用する。 
     なお、装着するガラスがどちらか一方を申請する場合は、申請する方を記入す 

ること。両方申請する場合の構造・仕様説明図の図番は、どちらか一方 
のガラス区分番号の記入で可とする。 

    ④ 部品仕様リストの防犯部品名の左の番号を外観姿図及び断面詳細図の該当の部品の位置に○番

号（例―①、②）で記入すること。 
    ⑤ 構造・仕様区分の記入は、不要とする。 
３．４ 試験体納まり図 

「様式４」の試験体納まり図に試験体が木枠又は鉄枠にどのように納まっているか参考図を参

考に作図して提出のこと。（Ｐ２８） 
試験体納まり図の参考図をＰ２９、Ｐ３０に示す。 
なお、試験体の製作要領を「別紙２」に示す。（Ｐ３２） 
 

３．５ その他資料 
 （１）製造者の概要（所在地、経歴、カタログ等）を添付する。 
    申請者と製造者が異なる場合は、申請者の販売代理権が確認できる書類も合わせて添付する。 
 （２）、申請商品の規格サイズ、バリエーション等を示す資料を添付する。 
    （１）、（２）の様式は特に様式は定めないがＡ４判で提出する。 

（３）、指示に応じ申請商品のサンプルを提出する。 
 

４．申請図類提出要領 
  （１）申請書類は２部作成し提出する。 

  （２）申請書類はファイル綴じ。（Ａ４版タテ型）とする。 
    ・表紙と背には、「建具の防犯性能に関する試験」、申請年月日、申請会社名を記載する。 
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  （３）申請書類のファイリング方法 
    ・建具の防犯性能に関する試験申込書（覚書）を表紙として、委任状、構造・仕様説明図、部品

図及び試験体納まり図の順にファイリングとする。 
     なお、受験種類が多い場合は、申請商品一覧表を建具の防犯性能に関する試験申込書（覚書）

の後にファイルし、構造・仕様説明図、部品図及び試験体納まり図を受験品目毎にファイリン

グとする。 
  （４）用紙の大きさ 
    ・申請書類はＡ４判とする。 
  （５）ファイルの種類 

・Ａ４－Ｓ（タテ）コクヨ フラットファイルと同程度とする。 
・ファイルの色については、ピンクとする。 

  （６）申請書類提出日 
    ・申請書類提出の締切日は、申請募集時に指示とする。 
 
■表紙（ファイル）の表示 

     表紙（ファイル）には以下の様式で表示を記載する。 
           ＊表紙（上）               ＊背表紙 
                              （ファイルの場合） 
 
 
 
 
 

 
＊ 紙（下） 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
     

    注：図面はＡ４サイズとする。                   

               (Ａ３サイズはＡ４サイズに縮小とする。） 
 
 
 

３㎝会   社   名 

13 ㎝ 

６㎝

建具の防犯性能に関する試験 
 

平成○年△月◇日 

13 ㎝ 

建
具
の
防
犯
性
能
に
関
す
る
試
験 

 
 

平
成
○
年
△
月
◇
日 

 

会 

社 

名 

26cm 
前後 

表紙（上）

表紙（下）

背
表
紙 
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５．受験申請申込先 
  「建具の防犯性能に関する試験」の申請申込先は下記とする。 
     申請申込先  （社）日本サッシ協会 事務局 対馬業務第３部長宛 
     住所  ： 〒105-0003 東京都港区西新橋 1-1-21 日本酒造会館 
     ＴＥＬ ： ０３－３５００－３４４６ 
     ＦＡＸ ： ０３－３５００－３４７７ 
 
６．申請費用振込先 
   三菱東京ＵＦＪ銀行  青山支店    （普）００３０２７８ 
   みずほ銀行      青山支店    （普）０２７０３１６ 
   りそな銀行      渋谷支店    （普）０１４４７８５ 
   三井住友銀行     東京中央支店  （普）７０３８３８９ 

              各口座名    社団法人 日本サッシ協会 
 
７．問合せ先 
   申請方法及び技術的な問い合わせは、電話又はＦＡＸで下記までご連絡ください。 
    連絡先   （社）日本サッシ協会 事務局 対馬業務第３部長まで 
          ＴＥＬ：０３－３５００－３４４６ 
          ＦＡＸ：０３－３５００－３４７７ 
          Ｅメールアドレス：gsp28272@nifty.com 
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様式 1（Ａ－４判） 

建具の防犯性能に関する試験申込書（覚書） 
                           平成  年  月  日

社団法人 日本サッシ協会 殿 
     
     「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」で公表された 
     「建具の防犯性能の試験に関する細則」に基づく、試験を申請します。 
    試験に合格し、公表された後は、本申請書類に示された構造・仕様に基づき 

製造します。  
〒 
住 所 

申請者 会社名                                      印 
役職名 
氏 名                                      印 

                                                                             

種     類 

 

 

 

開 閉 形 式  

商 品 名  

    連絡担当者       
 

所    属 
 

役    職 
 

氏    名 
 

電    話 
 

E-mail 

 

備 考  

 
 
 
 
 
 
 

注）申請者の氏名は、申請者が法人であるときは、その名称及び代表者の氏名とする。 
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様式２（Ａ－４判） 

申 請 商 品 一 覧 表 

種 類 開閉形式 商品名 
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様式３（Ａ－４判） 

 

委 任 状 
 
 
 

私儀、社団法人 日本サッシ協会理事長 嵯峨 明殿 を代理人  
と定め、下記権限を委任します。  

 
 
 
 

記 
 

 
 
 
 
 

当社の建具の防犯性能に関する試験実施及び判定に関する件  
 
 
 
 
 
 

平成   年   月   日 
 

会 社 名                       印 
 
代表者名                        印 
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様式４（Ａ－４判） 
構造・仕様説明図一覧 

種 類 開 閉 形 式 商 品 名 構 成 区 分 図 番 その他 
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様式５（Ａ－４判） 

部品図一覧 

部 品 名 部 品 図 番 号 構 造 説 明 図 そ の 他 
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様式６ 
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 15

 

 

 
 



 

 16

 

 



 

 17

 

 

 



 

 18

 

 
 



 

 19

 

 

 



 

 20

 

 
 



 

 21

 

 



 

 22

 

 
 



 

 23

 

 

 



 

 24

 

 
 



 

 25

 

 
 



 

 26

 

 
 



 

 27

 

 



 

 28

 

 



 

 29

 

 
 



 

 30
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別紙１ 

受 験 費 用 

 

項  目 個別試験・合同試験 

 

◎審査申請手続に要する費用 

（申請書類等の審査費用） 
なお、協会内事前審査終了後に請求書を発行いた

します。また、試験実施に至らない場合において

も費用を返却は致しません。 

 

 
①「試験計画書」に掲載されている開閉形式 
・１品目 １０万円／件（会員５万円／件） 
・２品目以降 ３万円／件（会員５千円／件）

②「試験計画書」に掲載されていない開閉形式

・１品目 ２０万円／件（会員 １０万円／件）

・２品目以降 ３万円／件（会員５千円／件）

ただし、合同試験の場合でも、１社毎に上記

金額とする。 

 

 
◎試験に要する費用 
 1.試験会場・試験架台製作・その他設備費用 

2.審査委員・試験員・試験運用担当者の日当・

旅費等の費用 
 3.試験運営費用 

4.試験工具等の消耗品購入費用 
5．試験手順書、報告書等の作成費用 

 

 
○ 受験者負担とする。 
○ 複数社の場合は以下による。 

・費用の１／２は試験申請企業で按分 
・費用の１／２は試験回数に応じ申請企業で分

担 
 
 
 
（合同試験は按分） 

 
◎試験体及びサンプルに要する費用 

1.試験体及びサンプルの提供、搬入及び設置、

搬出に要する費用 
 

 
○ 受験者負担とする。 

 
 
 
（合同試験は申請企業で協議のうえ按分） 
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別紙２ 
試験体製作要領 

建具の防犯性能に関する試験を実施するにあたり、下記の点に留意し試験体を製作すること。 
１．住宅系の試験体を取付ける周辺枠（試験体取付枠）の材料は木を使用し、その断面は 100 

mm×100 mm 程度のものを使用する。 
ビル系の試験体を取付ける周辺枠（試験体取付枠）の材料は鉄を使用する。 

２．住宅系は外壁を想定し、30 mm 程度の木材を貼り付け（コンパネ 15 mm を貼り合わせても可とする）、

外壁想定木材と試験体枠の間にシーリング又はそれ相当のガスケット材を充填する。室内側の仕上げ

面は窓枠又はフローリング材を想定し、木片を備える。 
３．ビル系は試験体と試験体取付枠とはＬアングルとのビス止めにて固定させ、吊金具（アイ 

ボルト）を試験体取付枠上端部両側より 200 mm の位置に取付ける。 
４．試験体取付枠の遵守すべき寸法は下表の「寸法Ａ」及び「寸法Ｂ」とする。 
５．試験に使用するガラスは防犯ガラスとし、合わせ複層ガラスの場合は室内側面に合わせガラスを配置

する。なお、ガラスの試験を行わない場合はフィルム貼り網入りガラスとする。 
６．試験体サイズは、下記を標準として当事者間で協議の上決定とする。 
 

＜試験計画書に掲載されている開閉形式＞ 
住宅系 ビル系 

品目 寸法Ａ

（mm） 
寸法Ｂ

（mm） 
寸法Ａ

（mm） 寸法Ｂ（mm 

ドア（Ａ種） 1000±3  
ガラスドア 1000±3 1000±3 
上げ下げ内蔵ドア 1000±3 1000±3 
引戸 1900±3  
ガラス引戸（自動含む）  2200±3 
引き形式のサッシ 1900±3 2100±3 
開き形式のサッシ  850±3 1000±3 
折りたたみ形式のサッシ 2800±3 3000±3 
上げ下げ形式のサッシ  850±3 1000±3 
雨戸 1900±3  
面格子 1900±3 

100±5 

 

200±3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
なお、試験計画書に掲載されていない開閉形式は試験体実況検分の結果に基づいて都度定める。 

サッシＨ 
ドアＨ 

寸法Ｂ

寸法Ａ 寸法Ａ 

サッシＨ 
ドアＨ 

寸法Ｂ 

200 ㎜ 200 ㎜ 

住宅系試験体取付枠姿図 ビル系試験体取付枠姿図 


